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［その他］ 
職員の懲戒処分の状況について 

平成３０年１１月（１０月１日～１０月３１日分） 
 

        青森県教育委員会 

 

事案１ （処分後速やかに公表した事案） 

 ①被 処 分 者  三八地域八戸市の中学校 教諭（４２歳 男性） 

    ②事件の概要等  わいせつ行為 
平成２７年５月から平成２９年９月までの間に、自家用車内並びに八戸

市及び階上町内のホテルにおいて、１８歳未満と知りながら、女性に対し

複数回にわたって淫らな行為を行ったもの。 
③処 分 内 容  免職 

④処分年月日  平成３０年１０月１２日 

 

事案２ ①被 処 分 者  東青地域青森市の小学校 教諭（３８歳 男性） 

②事件の概要等  犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 
金融業者を名乗る者から融資を受ける約束をした上で、自分名義の普通

預金口座のキャッシュカードを郵送し、その暗証番号を電話で教えたもの。 
③処 分 内 容  停職４月 

④処分年月日  平成３０年１０月１５日 

 

事案３ ①被 処 分 者  三八地域市部以外の小学校 教頭（５５歳 男性） 

    ②事件の概要等  人身事故（治療期間が３０日以上３月未満） 
・ 平成３０年２月１２日（月・祝）午後０時２７分頃 
・ 五所川原市内の国道 
・ 自動車を運転中、突然前方が見えないほどの地吹雪状態になったため、

前方に停車していた自動車に気付くのが遅れ、最後尾の自動車及びその

前の自動車へ追突したもの。 
・ 事故の相手方 女性 約７週間の加療 

女性 約７週間の加療   最後尾の自動車 
女性 約１週間の加療 
男性 けがはなし     最後尾の前の自動車 

③処 分 内 容  減給１月 

④処分年月日  平成３０年１０月１８日 

⑤そ の 他  管理職であることから、量定を加重 
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事案４ ①被 処 分 者  西北地域市部以外の小学校 教頭（４６歳 男性） 

    ②事件の概要等  指導要録の紛失 
保存年限が経過していない、平成２５～２９年度の卒業生の指導要録の

指導に関する記録を、誤って焼却処分したもの。 
③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  平成３０年１０月３１日 
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